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報告第１号  専決処分の報告について 

（洞爺湖町税条例等の一部を改正する条例） 

報告第２号  専決処分の報告について 

（洞爺湖町国民健康保険税条例の一部を改正する条例） 

報告第３号  専決処分の報告について 

（平成３０年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第１０号）） 

同意第１号  監査委員の選任について 

 



報告第１号 

 

   専決処分の報告について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議会に

おいて指定された事項について、次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定

により報告する。 

 

記 

 

洞爺湖町税条例等の一部を改正する条例 

 

 令和元年５月１０日提出 

洞爺湖町長 真 屋 敏 春   
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専 決 処 分 書 

 

洞爺湖町税条例等の一部を改正する条例については、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第１８０条第１項の規定により別紙のとおり専決処分する。 

 

平成３１年３月３１日 

洞爺湖町長 真 屋 敏 春   
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洞爺湖町税条例等の一部を改正する条例 

 

（洞爺湖町税条例の一部改正） 

第１条 洞爺湖町税条例（平成１８年洞爺湖町条例第４２号）の一部を次のように

改正する。 

第３４条の７第１項中「においては、法第３１４条の７第１項」を「には、

同項」に、「同項第１号に掲げる寄附金」を「同条第２項に規定する特例控除対

象寄附金」に改め、同条第２項中「第３１４条の７第２項」を「第３１４条の７

第１１項」に改める。 

附則第７条の３の２第１項中「平成４３年度」を「平成４５年度」に、「附

則第５条の４の２第６項（同条第９項」を「附則第５条の４の２第５項（同条第

７項」に改め、同条第２項を削り、同条第３項中「第１項の規定の適用が」を「前

項の規定の適用が」に改め、同項を同条第２項とする。 

附則第７条の４中「第３１４条の７第２項第２号」を「第３１４条の７第１

１項第２号」に改める。 

附則第９条の前の見出し中「寄附金控除額」を「寄附金税額控除」に改め、

同条第１項中「によって」を「により」に、「第３１４条の７第１項第１号に掲

げる寄附金」を「第３１４条の７第２項に規定する特例控除対象寄附金」に、「地

方団体に対する寄附金」を「特例控除対象寄附金」に、「地方団体の長」を「都

道府県の知事又は市町村若しくは特別区の長（次項及び第３項において「都道府

県知事等」という。）」に改め、同条第２項及び第３項中「地方団体の長」を「都

道府県知事等」に改める。 

附則第９条の２中「地方団体に対する寄附金」を「特例控除対象寄附金」に、

「においては」を「には」に改める。 

附則第１０条の２第５項中「附則第１５条第１８項」を「附則第１５条第１

９項」に改め、同条第６項中「附則第１５条第２８項」を「附則第１５条第２９

項」に改め、同条第７項中「附則第１５条第２９項第１号」を「附則第１５条第

３０項第１号」に改め、同条第８項中「附則第１５条第２９項第２号」を「附則

第１５条第３０項第２号」に改め、同条第９項中「附則第１５条第２９項第３号」

を「附則第１５条第３０項第３号」に改め、同条第１０項中「附則第１５条第３

０項第１号」を「附則第１５条第３１項第１号」に改め、同条第１１項中「附則

第１５条第３０項第２号」を「附則第１５条第３１項第２号」に改め、同条第１

２項中「附則第１５条第３２項第１号イ」を「附則第１５条第３３項第１号イ」

に改め、同条第１３項中「附則第１５条第３２項第１号ロ」を「附則第１５条第

３３項第１号ロ」に改め、同条第１４項中「附則第１５条第３２項第１号ハ」を
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「附則第１５条第３３項第１号ハ」に改め、同条第１５項中「附則第１５条第３

２項第１号ニ」を「附則第１５条第３３項第１号ニ」に改め、同条第１６項中「附

則第１５条第３２項第１号ホ」を「附則第１５条第３３項第１号ホ」に改め、同

条第１７項中「附則第１５条第３２項第２号イ」を「附則第１５条第３３項第２

号イ」に改め、同条第１８項中「附則第１５条第３２項第２号ロ」を「附則第１

５条第３３項第２号ロ」に改め、同条第１９項中「附則第１５条第３２項第３号

イ」を「附則第１５条第３３項第３号イ」に改め、同条第２０項中「附則第１５

条第３２項第３号ロ」を「附則第１５条第３３項第３号ロ」に改め、同条第２１

項中「附則第１５条第３２項第３号ハ」を「附則第１５条第３３項第３号ハ」に

改め、同条第２２項中「附則第１５条第３７項」を「附則第１５条第３８項」に

改め、同条第２３項中「附則第１５条第３９項」を「附則第１５条第４０項」に

改め、同条第２４項中「附則第１５条第４３項」を「附則第１５条第４４項」に

改め、同条第２５項中「附則第１５条第４４項」を「附則第１５条第４５項」に

改め、同条第２６項中「附則第１５条第４６項」を「附則第１５条第４７項」に

改める。 

附則第１０条の３第１２項を同条第１３項とし、同条第１１項中「附則第１

２条第１７項」を「附則第１２条第１９項」に改め、同項を同条第１２項とし、

同条第１０項第５号中「附則第１２条第２９項」を「附則第１２条第３１項」に

改め、同項を同条第１１項とし、同条第９項を同条第１０項とし、同条第８項第

５号中「附則第１２条第２９項」を「附則第１２条第３１項」に改め、同項を同

条第９項とし、同条第７項第４号中「附則第１２条第２１項」を「附則第１２条

第２３項」に改め、同項第６号中「附則第１２条第２２項」を「附則第１２条第

２４項」に改め、同項を同条第８項とし、同条第６項中「附則第１２条第１７項」

を「附則第１２条第１９項」に改め、同項を同条第７項とし、同条第５項の次に

次の１項を加える。 

６ 法附則第１５条の８第４項の家屋について、同項の規定の適用を受けようと

する者は、当該年度の初日の属する年の１月３１日までに次に掲げる事項を

記載した申告書に令附則第１２条第１６項に規定する従前の家屋について移

転補償金を受けたことを証する書類を添付して町長に提出しなければならな

い。 

⑴ 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号

又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

⑵ 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積 

⑶ 家屋の建築年月日及び登記年月日 

附則第１６条第１項中「法附則第３０条第１項」を「平成１８年３月３１日
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までに初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による車両番号の指定

（次項から第４項までにおいて「初回車両番号指定」という。）を受けた法附則

第３０条第１項」に、「当該軽自動車が初めて道路運送車両法第６０条第１項後

段の規定による車両番号の指定（以下この条において「初回車両番号指定」とい

う。）を受けた月から起算して１４年を経過した月の属する年度以後の年度分」

を「平成３１年度分」に改め、同条第２項から第４項までを削り、同条第５項中

「附則第３０条第６項第１号及び第２号」を「附則第３０条第２項第１号及び第

２号」に、「第２項の表」を「次の表」に改め、同項に次の表を加える。 

第２号ア ３，９００円 １，０００円 

６，９００円 １，８００円 

１０，８００円 ２，７００円 

３，８００円 １，０００円 

５，０００円 １，３００円 

附則第１６条第５項を同条第２項とし、同条第６項中「附則第３０条第７項

第１号及び第２号」を「附則第３０条第３項第１号及び第２号」に改め、「以上

の軽自動車」の次に「（ガソリンを内燃機関の燃料として用いるものに限る。以

下この項及び次項において同じ。）」を加え、「第３項の表」を「次の表」に改

め、同項に次の表を加える。 

第２号ア ３，９００円 ２，０００円 

６，９００円 ３，５００円 

１０，８００円 ５，４００円 

３，８００円 １，９００円 

５，０００円 ２，５００円 

附則第１６条第６項を同条第３項とし、同条第７項中「附則第３０条第８項

第１号及び第２号」を「附則第３０条第４項第１号及び第２号」に、「第４項の

表」を「次の表」に改め、同項に次の表を加える。 

第２号ア ３，９００円 ３，０００円 

６，９００円 ５，２００円 

１０，８００円 ８，１００円 

３，８００円 ２，９００円 

５，０００円 ３，８００円 

附則第１６条第７項を同条第４項とする。 

附則第１６条の２第１項中「第７項」を「第４項」に改める。 

附則第２２条第３項中「の各号」を削り、同項第１号中「及び氏名」の次に
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「又は名称」を加え、同条第４項中「仮換地等（」を「特定仮換地等（」に、「仮

換地等」」を「特定仮換地等」」に、「仮換地等納税義務者」を「特定仮換地等

納税義務者」に、「仮換地等の」を「特定仮換地等の」に、「仮換地等に」を「特

定仮換地等に」に改める。 

 

第２条 洞爺湖町税条例の一部を次のように改正する。 

第３６条の２中第８項を第９項とし、第７項を第８項とし、第６項を第７項

とし、第５項の次に次の１項を加える。 

６ 第１項又は第５項の場合において、前年において支払を受けた給与で所得税

法第１９０条の規定の適用を受けたものを有する者で町内に住所を有するも

のが、第１項の申告書を提出するときは、法第３１７条の２第１項各号に掲

げる事項のうち施行規則で定めるものについては、施行規則で定める記載に

よることができる。 

第３６条の３の２の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に

改め、同条第１項中「同項の」を「同項に規定する」に改め、同項第３号を同項

第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。 

⑶ 当該給与所得者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨 

第３６条の３の３の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に

改め、同条第１項中「第２０３条の５第１項」を「第２０３条の６第１項」に改

め、「ならない者」の次に「又は法の施行地において同項に規定する公的年金等

（所得税法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項におい

て「公的年金等」という。）の支払を受ける者であって、扶養親族（控除対象扶

養親族を除く。）を有する者若しくは単身児童扶養者である者」を加え、「同項

の」を「所得税法第２０３条の６第１項に規定する」に、「同項に規定する公的

年金等」を「公的年金等」に改め、同項第３号を同項第４号とし、同項第２号の

次に次の１号を加える。 

⑶ 当該公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨 

第３６条の３の３第２項中「第２０３条の５第２項」を「第２０３条の６第

２項」に改め、同条第４項中「第２０３条の５第５項」を「第２０３条の６第６

項」に改める。 

第３６条の４第１項中「によって」を「により」に、「同条第７項」を「同

条第８項」に、「第８項」を「第９項」に、「においては」を「には」に改める。 

附則第１５条の２に次の３項を加える。 

２ 道知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の環境性能割の賦課

徴収に関し、三輪以上の軽自動車が法第４４６条第１項（同条第２項におい
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て準用する場合を含む。）又は法第４５１条第１項若しくは第２項（これら

の規定を同条第４項において準用する場合を含む。）の適用を受ける三輪以

上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定

等（法附則第２９条の９第３項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次

項において同じ。）に基づき当該判断をするものとする。 

３ 道知事は、当分の間、第１項の規定により賦課徴収を行う軽自動車税の環境

性能割につき、その納付すべき額について不足額があることを附則第１５条

の４の規定により読み替えられた第８１条の６第１項の納期限（納期限の延

長があったときは、その延長された納期限）後において知った場合において、

当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその

他不正の手段（当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に

提供した者の偽りその他不正の手段を含む。）により国土交通大臣の認定等

を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り

消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人

を当該不足額に係る三輪以上の軽自動車について法附則第２９条の１１の規

定によりその例によることとされた法第１６１条第１項に規定する申告書を

提出すべき当該三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、軽自動車税の環境

性能割に関する規定を適用する。 

４ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境性能割

の額は、同項の不足額に、これに１００分の１０の割合を乗じて計算した金

額を加算した金額とする。 

附則第１５条の２を附則第１５条の２の２とし、附則第１５条の次に次 の

１条を加える。 

（軽自動車税の環境性能割の非課税） 

第１５条の２ 法第４５１条第１項第１号（同条第４項において準用する場合を

含む。）に掲げる三輪以上の軽自動車（自家用のものに限る。以下この条に

おいて同じ。）に対しては、当該三輪以上の軽自動車の取得が平成３１年１

０月１日から平成３２年９月３０日までの間（附則第１５条の６第３項にお

いて「特定期間」という。）に行われたときに限り、第８０条第１項の規定

にかかわらず、軽自動車税の環境性能割を課さない。 

附則第１５条の６に次の１項を加える。 

３ 自家用の三輪以上の軽自動車であって乗用のものに対する第８１条の４（第

２号に係る部分に限る。）及び前項の規定の適用については、当該軽自動車

の取得が特定期間に行われたときに限り、これらの規定中「１００分の２」

とあるのは、「１００分の１」とする。 
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附則第１６条中「附則第３０条」を「附則第３０条第１項」に改め、「指定」

の次に「（次項から第４項までにおいて「初回車両番号指定」という。）」を加

え、同条に次の３項を加える。 

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる三輪以上の軽自動車に対

する第８２条の規定の適用については、当該軽自動車が平成３１年４月１日

から平成３２年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平

成３２年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が平成３２年４月

１日から平成３３年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合に

は平成３３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条

の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

第２号ア⑵ ３，９００円 １，０００円 

第２号ア⑶ⅰ ６，９００円 １，８００円 

１０，８００円 ２，７００円 

第２号ア⑶ⅱ ３，８００円 １，０００円 

５，０００円 １，３００円 

３ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に掲げる法第４４６条第１項第３

号に規定するガソリン軽自動車（以下この項及び次項において「ガソリン軽

自動車」という。）のうち三輪以上のものに対する第８２条の規定の適用に

ついては、当該ガソリン軽自動車が平成３１年４月１日から平成３２年３月

３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成３２年度分の軽自

動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が平成３２年４月１日から平

成３３年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成３３

年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２号ア⑵ ３，９００円 ２，０００円 

第２号ア⑶ⅰ ６，９００円 ３，５００円 

１０，８００円 ５，４００円 

第２号ア⑶ⅱ ３，８００円 １，９００円 

５，０００円 ２，５００円 

４ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号に掲げるガソリン軽自動車のうち

三輪以上のもの（前項の規定の適用を受けるものを除く。）に対する第８２

条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が平成３１年４月１日か

ら平成３２年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成
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３２年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が平成３２

年４月１日から平成３３年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた

場合には平成３３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げ

る同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。 

第２号ア⑵ ３，９００円 ３，０００円 

第２号ア⑶ⅰ ６，９００円 ５，２００円 

１０，８００円 ８，１００円 

第２号ア⑶ⅱ ３，８００円 ２，９００円 

５，０００円 ３，８００円 

附則第１６条の２を次のように改める。 

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第１６条の２ 町長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自

動車が前条第２項から第４項までの規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車

に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等（法附則第

３０条の２第１項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同

じ。）に基づき当該判断をするものとする。 

２ 町長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があることを第

８３条第２項の納期限（納期限の延長があったときは、その延長された納期

限）後において知った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大

臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段（当該申請をした者に当

該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を

含む。）により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大

臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、

当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に

係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税の種別割に関する

規定（第８７条及び第８８条の規定を除く。）を適用する。 

３ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割の額

は、同項の不足額に、これに１００分の１０の割合を乗じて計算した金額を

加算した金額とする。 

 

第３条 洞爺湖町税条例の一部を次のように改正する。 

第２４条第１項第２号中「又は寡夫」を「、寡夫又は単身児童扶養者」に改め

る。 

-9-



附則第１６条第１項中「第４項」を「第５項」に改め、同条に次の１項を加え

る。 

５ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる三輪以上の軽自動車のう

ち、自家用の乗用のものに対する第８２条の規定の適用については、当該軽

自動車が平成３３年４月１日から平成３４年３月３１日までの間に初回車両

番号指定を受けた場合には平成３４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当

該軽自動車が平成３４年４月１日から平成３５年３月３１日までの間に初回

車両番号指定を受けた場合には平成３５年度分の軽自動車税の種別割に限り、

第２項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句とする。 

附則第１６条の２第１項中「第４項」を「第５項」に改める。 

 

（洞爺湖町税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第４条 洞爺湖町税条例等の一部を改正する条例（平成２９年洞爺湖町条例第４号）

の一部を次のように改正する。 

第１条の２のうち、洞爺湖町税条例第８２条第２号イの改正規定中 

「(ウ) 四輪以上のもの                      

ⅰ 乗用のもの 

営業用   年額  ６，９００円 

自家用   年額 １０，８００円 

ⅱ 貨物用のもの 

営業用   年額  ３，８００円 

自家用   年額  ５，０００円」を 

「(ウ) 四輪以上のもの 

ⅰ 乗用のもの 

営業用   年額  ６，９００円 

自家用   年額 １０，８００円 

ⅱ 貨物用のもの 

営業用   年額  ３，８００円 

自家用   年額  ５，０００円」に改め、 

同条例附則第１５条の次に５条を加える改正規定（同条例附則第１５条の６第２

項に係る部分に限る。）中「については」の次に「、当分の間」を加え、同条例

附則第１６条第１項の改正規定中「初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の

規定による」を「最初の法第４４４条第３項に規定する」を「平成１８年３月３

１日までに初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による車両番号の
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指定（次項から第４項までにおいて「初回車両番号指定」という。）を受けた法

附則第３０条第１項」を「法附則第３０条」に、「平成３１年度分」を「当該軽

自動車が最初の法第４４４条第３項に規定する車両番号の指定を受けた月から

起算して１４年を経過した月の属する年度以後の年度分」に改める。 

 

第５条 洞爺湖町税条例等の一部を改正する条例（平成３０年洞爺湖町条例第９号）

の一部を次のように改正する。 

第１条のうち、洞爺湖町税条例第４８条第１項の改正規定中「及び第１１項」

を「、第１１項及び第１３項」に改め、同条に３項を加える改正規定中「３項」

を「８項」に改め、同改正規定（同条第１０項に係る部分に限る。）中「次項」

の次に「及び第１２項」を加え、「その他施行規則で定める方法」を削り、同改

正規定（同条第１２項に係る部分に限る。）中「申告は、」の次に「申告書記載

事項が」を加え、同改正規定に次のように加える。 

１３ 第１０項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地

方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる

場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができ

ると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出

することについて町長の承認を受けたときは、当該町長が指定する期間内に

行う同項の申告については、前３項の規定は、適用しない。法人税法第７５

条の４第２項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第

１０項の内国法人が、当該税務署長の承認を受け、又は当該税務署長の却下

の処分を受けていない旨を記載した施行規則で定める書類を、納税申告書の

提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、町

長に提出した場合における当該税務署長が指定する期間内に行う第１０項の

申告についても、同様とする。 

１４ 前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前段の規定の適用を受

けることが必要となった事情、同項前段の規定による指定を受けようとする

期間その他施行規則で定める事項を記載した申請書に施行規則で定める書類

を添付して、当該期間の開始の日の１５日前までに、これを町長に提出しな

ければならない。 

１５ 第１３項の規定の適用を受けている内国法人は、第１０項の申告につき第

１３項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他施

行規則で定める事項を記載した届出書を町長に提出しなければならない。 

１６ 第１３項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、法第３２１条の

８第５１項の処分又は前項の届出書の提出があったときは、これらの処分又
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は届出書の提出があった日の翌日以後の第１３項前段の期間内に行う第１０

項の申告については、第１３項前段の規定は適用しない。ただし、当該内国

法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受けたときは、この限りでない。 

１７ 第１３項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第１５項の届出

書の提出又は法人税法第７５条の４第３項若しくは第６項（同法第８１条の

２４の３第２項において準用する場合を含む。）の処分があったときは、こ

れらの届出書の提出又は処分があった日の翌日以後の第１３項後段の期間内

に行う第１０項の申告については、第１３項後段の規定は適用しない。ただ

し、当該内国法人が、同日以後新たに同項後段の書類を提出したときは、こ

の限りでない。 

附則第１条第５号中「３項を」を「８項を」に改める。 

附則第２条第４項中「第１２項」を「第１７項」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げ

る規定は、当該各号に定める日から施行する。 

⑴ 第１条中洞爺湖町税条例第３４条の７の改正規定並びに同条例附則第７条

の４、第９条及び第９条の２の改正規定並びに次条第２項から第４項までの規

定 平成３１年６月１日 

⑵ 第２条（次号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第７条の規定 平成３１

年１０月１日 

⑶ 第２条中洞爺湖町税条例第３６条の２中第９項を第１０項とし、第８項を第

９項とし、第７項を第８項とし、第６項の次に１項を加える改正規定並びに第

３６条の３の２、第３６条の３の３及び第３６条の４第１項の改正規定並びに

附則第３条の規定 平成３２年１月１日 

⑷ 第３条中洞爺湖町税条例第２４条の改正規定及び附則第４条の規定 平成

３３年１月１日 

⑸ 第３条（前号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第８条の規定 平成３３

年４月１日 

（町民税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、第１条の規定による改正後の洞爺湖町税条

例（以下「新条例」という。）の規定中個人の町民税に関する部分は、平成３１

年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、平成３０年度分までの個人の

町民税については、なお従前の例による。 
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２ 新条例第３４条の７並びに附則第７条の４及び第９条の２の規定は、平成３２

年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、平成３１年度分までの個人の

町民税については、なお従前の例による。 

３ 新条例第３４条の７第１項及び附則第９条の２の規定の適用については、平成

３２年度分の個人の町民税に限り、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第３４条の７第１

項 

特例控除対象寄附金 特例控除対象寄附金又は同条第１項第

１号に掲げる寄附金（平成３１年６月

１日前に支出したものに限る。） 

附則第９条の２ 特例控除対象寄附金 特例控除対象寄附金又は法第３１４条

の７第１項第１号に掲げる寄附金（平

成３１年６月１日前に支出したものに

限る。） 

送付 送付又は洞爺湖町税条例等の一部を改

正する条例（平成３１年洞爺湖町条例

第  号）附則第２条第４項の規定に

よりなお従前の例によることとされる

同条例第１条の規定による改正前の洞

爺湖町税条例附則第９条第３項の規定

による同条第１項に規定する申告特例

通知書の送付 

４ 新条例附則第９条第１項から第３項までの規定は、町民税の所得割の納税義務

者が前条第１号に掲げる規定の施行の日以後に支出する地方税法等の一部を改

正する法律（平成３１年法律第２号。以下この項において「改正法」という。）

第１条の規定による改正後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３１４条

の７第２項に規定する特例控除対象寄附金について適用し、町民税の所得割の納

税義務者が同日前に支出した改正法第１条の規定による改正前の地方税法第３

１４条の７第１項第１号に掲げる寄附金については、なお従前の例による。 

第３条 附則第１条第３号に掲げる規定による改正後の洞爺湖町税条例（次項及び

第３項において「３２年新条例」という。）第３６条の２第７項の規定は、同号

に掲げる規定の施行の日以後に平成３２年度以後の年度分の個人の町民税に係

る申告書を提出する場合について適用し、同日前に当該申告書を提出した場合及

び同日以後に平成３１年度分までの個人の町民税に係る申告書を提出する場合

については、なお従前の例による。 
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２ ３２年新条例第３６条の３の２第１項（第３号に係る部分に限る。）の規定は、

附則第１条第３号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき洞爺湖町税

条例第３６条の２第１項に規定する給与について提出する３２年新条例第３６

条の３の２第１項及び第２項に規定する申告書について適用する。 

３ ３２年新条例第３６条の３の３第１項の規定は、附則第１条第３号に掲げる規

定の施行の日以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律（平成３

１年法律第  号）第１条の規定による改正後の所得税法（昭和４０年法律第３

３号。以下この項において「新所得税法」という。）第２０３条の６第１項に規

定する公的年金等（新所得税法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除

く。）について提出する３２年新条例第３６条の３の３第１項に規定する申告書

について適用する。 

第４条 附則第１条第４号に掲げる規定による改正後の洞爺湖町税条例第２４条第

１項（第２号に係る部分に限る。）の規定は、平成３３年度以後の年度分の個人

の町民税について適用し、平成３２年度分までの個人の町民税については、なお

従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第５条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成３１年度以後の年度分の

固定資産税について適用し、平成３０年度分までの固定資産税については、なお

従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第６条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成３１年度分の軽自動車税

について適用し、平成３０年度分までの軽自動車税については、なお従前の例に

よる。 

第７条 別段の定めがあるものを除き、附則第１条第２号に掲げる規定による改正

後の洞爺湖町税条例（以下「３１年１０月新条例」という。）の規定中軽自動車

税の環境性能割に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日以後に取得された

三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。 

２ ３１年１０月新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、平成３２年

度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用する。 

第８条 附則第１条第５号に掲げる規定による改正後の洞爺湖町税条例の規定は、

平成３３年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成３２年度

分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 
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報告第２号 

 

   専決処分の報告について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議会に

おいて指定された事項について、次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定

により報告する。 

 

記 

 

洞爺湖町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

 令和元年５月１０日提出 

洞爺湖町長 真 屋 敏 春   
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専 決 処 分 書 

 

洞爺湖町国民健康保険税条例の一部を改正する条例については、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により別紙のとおり専決

処分する。 

 

平成３１年３月３１日 

洞爺湖町長 真 屋 敏 春   
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洞爺湖町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

洞爺湖町国民健康保険税条例（平成１８年洞爺湖町条例第１０６号）の一部を次

のように改正する。 

 

第２３条第２号中「２７万５，０００円」を「２８万円」に改め、同条第３号中

「５０万円」を「５１万円」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の洞爺湖町国民健康保険税条例の規定は、平成３１年度

以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成３０年度分までの国民健康

保険税については、なお従前の例による。 
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報告第３号 

 

専決処分の報告について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議会に

おいて指定された事項について次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定に

より報告する。 

 

記 

 

 平成３０年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第１０号） 

 

令和元年５月１０日提出 

洞爺湖町長 真 屋 敏 春   
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専 決 処 分 書 

 

平成３０年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第１０号）については、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により別紙のとおり専決

処分する。 

 

平成３１年３月２９日 

洞爺湖町長 真 屋 敏 春   
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平成３０年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第１０号） 

 

平成３０年度虻田郡洞爺湖町一般会計補正予算（第１０号)は、次に定めるとこ

ろによる。 

 

（歳入歳出予算の補正) 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，０７１千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ６，９８９，５９２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

（地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 
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第１表　歳入歳出予算補正

　１　歳　　入

補正前の額 補 正 額 計

1. 町 税 1,129,208 32,600 1,161,808

1. 町 民 税 385,290 13,000 398,290

2. 固 定 資 産 税 539,578 17,000 556,578

4. 町 た ば こ 税 85,000 △ 2,400 82,600

5. 入 湯 税 98,000 5,000 103,000

2. 地 方 譲 与 税 63,800 5,787 69,587

1. 自 動 車 重 量 譲 与 税 43,900 5,787 49,687

3. 利 子 割 交 付 金 600 669 1,269

1. 利 子 割 交 付 金 600 669 1,269

5.
株 式 等 譲 渡 所 得 割
交 付 金

250 1,243 1,493

1.
株 式 等 譲 渡 所 得 割
交 付 金

250 1,243 1,493

6. 地 方 消 費 税 交 付 金 185,000 8,042 193,042

1. 地 方 消 費 税 交 付 金 185,000 8,042 193,042

9. 地 方 特 例 交 付 金 900 864 1,764

1. 地 方 特 例 交 付 金 900 864 1,764

10. 地 方 交 付 税 3,200,000 20,284 3,220,284

1. 地 方 交 付 税 3,200,000 20,284 3,220,284

17. 寄 附 金 84,346 △ 1,310 83,036

1. 寄 附 金 84,346 △ 1,310 83,036

18. 繰 入 金 235,423 △ 60,000 175,423

1. 繰 入 金 235,423 △ 60,000 175,423

21. 町 債 694,300 △ 6,108 688,192

1. 町 債 694,300 △ 6,108 688,192

6,987,521 2,071 6,989,592

（単位：千円）

款 項

歳 入 合 計
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　２　歳　　出

補正前の額 補 正 額 計

2. 総 務 費 476,733 2,512 479,245

1. 総 務 管 理 費 449,819 2,512 452,331

10. 教 育 費 390,914 1,178 392,092

1. 教 育 総 務 費 105,103 1,178 106,281

13. 予 備 費 52,289 △ 1,619 50,670

1. 予 備 費 52,289 △ 1,619 50,670

6,987,521 2,071 6,989,592

款 項

歳 出 合 計

（単位：千円）
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第２表 地方債補正 

１．変更                          （単位：千円） 

起債の目的 

変 更 前 変 更 後 

限度額 
起債の 

方 法 
利 率 

償還の 

方 法 
限度額 

起債の 

方 法 
利率 

償還の 

方 法 

臨時財政

対 策 債 
180,000 

普通貸借 

又  は 

証券発行 

5.0％以内

（ただし、

利率見直

し方式で

借入れる

資金につ

いて、利率

見直しを

行った後

において

は、当該見

直し後の

利率） 

政府資金

又はその

他資金と

し、その融

資条件に

よる。 

ただし、

町財政の

都合によ

り据置期

間及び償

還期限を

短縮し、も

しくは繰

上償還又

は低利に

借換える

ことがで

きる。 

173,892 同左 同左 同左 
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同意第１号 

 

   監査委員の選任について 

 

 下記の者を議会の議員の中から選任する監査委員に選任したいから、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）１９６条第１項の規定により議会の同意を求める。 

 

記 

 

  住  所 

  氏  名 

       昭和  年  月  日生 

 

  令和元年５月１０日提出 

洞爺湖町長 真 屋 敏 春   
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